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川 崎 市 生 活 保 護 法 保 護 施 設 指 導 監 査 実 施 要 綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、本市における生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)第４

４条第１項に規定する事務監査（以下「監査」という。）の実施に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （実施対象） 

第２条 この要綱による監査の対象は、生活保護法第３８条第１項に規定する保

護施設（以下「保護施設」という。）とする。 

 （監査の目的） 

第３条 監査は、生活保護法第４４条第１項の規定に基づき、施設の運営につい

て調査又は検査するとともに、運営全般について助言、指導を行うことによっ

て、適正な施設の運営及び利用者の保護を目的に行う。 

（実施方法） 

第４条 監査は、保護施設に関して国から発出される基準及び指導監査指針等の

通知並びに川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

１２月１４日条例第７４号）に基づき、関係書類を閲覧し保護施設の管理者か

らの聴取により実施する。 

２ 監査を効率的に実施するため、健康福祉局長は次に掲げる事項を定める。 

（１）保護施設指導監査における重点事項 

（２）主眼事項及び着眼点 

（３）年間指導監査実施計画 

 （実施体制） 

第５条 監査は、社会福祉法人の監査を所管する健康福祉局総務部企画課と連携

を図りながら、生活保護・自立支援室職員により構成する監査班により実施す

る。 

２ 監査班に班長を置き、班長には係長級以上の職員をもって充てる。 

（指導監査の種類） 

第６条 監査は、一般指導監査と特別指導監査とする。 
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（一般指導監査） 

第７条 一般指導監査は、第４条第２項第３号に規定する年間指導監査実施計画

に基づき、原則として年１回実地において実施する。 

２ 前項の規定にかかわらず、前年度の監査結果から、特に重大な運営上の問題

点がない施設については、一般指導監査を２年に１回、適正な施設運営が概ね

確保されていると認められる施設については、一般指導監査を３年に１回とす

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、施設の運営等に問題が発生した場合は、一般指

導監査を随時実施することができる。 

４ 一般指導監査は、以下の項目について実施する。 

 (1) 施設（建物・設備） 

(2) 諸規程 

(3) 職員 

(4) 利用者処遇 

(5) 苦情対応 

(6) 防災対策 

(7) 関係機関及び地域との連携 

(8) 会計経理 

(9) 予算の編成・執行 

(10) 決算 

(11) その他 

５ 一般指導監査の実施にあたっては、事前に指導監査の根拠規定、日時、場所、

指導監査担当者、準備すべき書類等を施設長に文書で通知する。 

  一般指導監査を効率的に実施するため、施設に対し事前に資料の提出を求め

ることができる。施設と法人の運営は相互に密接な関係を有するものであるこ

とから、施設監査は法人監査における指摘事項を把握した上で実施する。なお、

一般指導監査を実施するに当たり、準備すべき書類等に関し、施設監査と法人

監査において重複する資料がある場合などは、施設及び法人に、新たに過度な

事務負担が生じることがないように配慮する。 

６ 一般指導監査を実地において行った場合は、実施場所等において、その結果
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について保護施設の管理者に対し講評を行う。 

（一般指導監査の基準） 

第８条 監査における公平性を担保するため、着眼点、関係法令、指導内容及び

指摘区分等を内容とする指導監査基準を別に定める。 

（特別指導監査） 

第９条 特別指導監査は、一般指導監査における度重なる指導によっても是正改

善が認められない場合、施設の運営に重大な問題がある場合など、問題等の内

容に応じ実地において行う。 

（監査結果の通知等） 

第１０条 指導監査の結果は、次の各号に掲げる指摘区分にしたがって、保護施

設の管理者に文書で通知する。 

（１） 基準等に関する法令又は通知（以下「法令等」という。）に違反する場

合（軽微なものを除く。）は、当該事項を文書指示事項とし、期限を定めて

改善報告を求める。 

（２） 基準等に関する法令等に違反する場合で軽微なもの並びに基準等に関す

る法令等以外の法令等に違反する場合は、当該事項を口頭指示事項として文

書により通知し、保護施設の設置者による自主的な是正又は改善を指導する

ものとし、改善報告書の提出は不要とする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、

健康福祉局長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

  この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

 


